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【労働条件の明示】労働条件の明示事項

労働契約を取り交わす際、労働者の労働条件を書

面等で明示しなければなりません。

以下のような労働条件の通知方法は違法となります。

労働条件通知書を入社1か月後（就労後）に渡す

契約更新の際に労働条件通知書を交付しない

求人票と同じ内容である旨を口頭で伝えるのみ

労働契約と異なる内容の労働条件通知書を交付する

NGやってはいけない



■ 明示すべき労働条件とは？

労働条件通知書
いつからいつまで働くのか（雇用期間）
※期間の定めがない場合もあります。

雇用期間が決まっている場合は
更新の有無、判断基準、更新回数上限等

どこでどんな仕事をするのかの
（勤務地、業務内容、変更の範囲）

勤務時間や休憩時間、休日など

給料はどのように支払われるのか
（給与額の計算方法、支払いの時期）

辞めるときの決まり（退職や解雇） 等

これらの事項について、原則として書面等で交付

https://www.mhlw.go.jp/content/11
200000/001156118.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
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